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5 月のごみ・資源収集日程
問合せ　環境業務課 ☎ 072（634）0210 へ

ペットボトルの排出
これからはラベルもはずして
　ペットボトルを資源として排
出する際は、キャップだけでな
く、ラベルも取り外して出して
ください。
　キャップ・ラベルとペットボ
トル本体では、材質が異なるた
め、それらが付いたままの出し
方では、資源としての価値が下がり、売却ができな
くなる可能性があります。
　資源の有効利用とリサイクルを継続していくため
にも、皆さんのご理解・ご協力をお願いします。
※はずしたラベル・キャップは「もやせるごみ」で
排出してください。

自転車や傘などには
「不用品」の表示を

　もやせないごみの日に、ごみ袋に入
らないものを出す場合は、必ず「不用品」
などの表示をお願いします。
　収集日に、家の前に傘や自転車が何
の表示もない状態で置かれていると、
必要な物なのか、ごみとして出された
物なのか判断ができず、ごみであって
も、回収することができなくなります。

地 域 びん、缶、
食品トレイ

古紙
古着 ペットボトル もやせるごみ

木金大型可燃
もやせない
ごみ
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千里丘 1・2、千里丘 3 の 1 ～ 7 番・
15 番・16 番、千里丘東 1・2 9 日㊋、23 日㊋ 10 日㊌ 2 日㊋、16 日㊋

千里丘 3 の 8 ～ 14 番、千里丘 4
～ 7 9 日㊋、23 日㊋ 10 日㊌ 5 日㊎、19 日㊎

千里丘東 3 ～ 5 12 日㊎、26 日㊎ 10 日㊌ 2 日㊋、16 日㊋
庄屋 1・2、東正雀、南千里丘、三島
3 の 14 番 12 日㊎、26 日㊎ 10 日㊌ 5 日㊎、19 日㊎

正雀本町 1・2、正雀 1・2 2 日㊋、16 日㊋ 24 日㊌ 9 日㊋、23 日㊋
正雀 3・4、三島 1・2、三島 3（14
番除く） 2 日㊋、16 日㊋ 24 日㊌ 12 日㊎、26 日㊎

桜町 1・2、学園町 1・2、鶴野 1 ～ 4 5 日㊎、19 日㊎ 24 日㊌ ９日㊋、23 日㊋
香露園、昭和園 5 日㊎、19 日㊎ 24 日㊌ 12 日㊎、26 日㊎
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北別府町、浜町、東別府 1 ～ 5 8 日㊊、22 日㊊ 3 日㊌ 1 日㊊、15 日㊊
別府 1 ～ 3 8 日㊊、22 日㊊ 3 日㊌ 4 日㊍、18 日㊍
南別府町、西一津屋、一津屋 1 ～ 3 11 日㊍、25 日㊍ 3 日㊌ 1 日㊊、15 日㊊
鳥飼和道 1・2、東一津屋、新在家
1・2、鳥飼八防 1、鳥飼八防 2（8・9
番除く）、鳥飼西 5 の 3・4 番

11 日㊍、25 日㊍ 3 日㊌ 4 日㊍、18 日㊍

鳥飼西 1 ～ 4、鳥飼西 5（3・4 番除
く）、鳥飼八防 2 の 8・9 番 1 日㊊、15 日㊊ 17 日㊌ 8 日㊊、22 日㊊

鳥飼野々 1 ～ 3、鳥飼本町 1 ～ 5 1 日㊊、15 日㊊ 17 日㊌ 11 日㊍、25 日㊍
鳥飼下 1 ～ 3、鳥飼中 1 ～ 3 4 日㊍、18 日㊍ 17 日㊌ 11 日㊍、25 日㊍
鳥飼新町 1・2、鳥飼銘木町、鳥飼上
1 ～ 5、鳥飼八町 1・2 4 日㊍、18 日㊍ 17 日㊌ 8 日㊊、22 日㊊
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（赤字は祝日）

いずれも問合せは、　
環境業務課 ☎ 072（634）0210 へ

もやせないごみ


